
令和7年度 福岡県介護保険広域連合

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所集団指導

１．指定更新について

指定指導課 指定係関係
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１. 指定更新について （１/９）

指定更新の概要

• 介護保険事業所の指定有効期間については、新規指定された日または指定更新

された日から６年間となっています。

• 原則として、指定有効期間満了日までに更新を受けなければ、その指定有効期間

の経過によって指定の効力を失います。そのため、円滑な指定更新申請手続が行

えるように書類提出期限の厳守等につきましてご協力願います。
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１. 指定更新について （２/９）

指定更新の申請方法

指定更新の流れについて

実地指導

２
指定更新申請書
の提出及び更新
手 数 料 の 納 付

３

指定更新

書類の提出と手数料
が納付され、内容に
問題がない場合

内容に問題がなければ、更新の手続きを行いますが、申請事項の修正や運営規程やその他重要事項

説明の修正を求める場合があります。居宅介護支援事業所の更新に際しては、原則、運営指導を行

いませんが、提出資料の内容等によっては指導を実施する場合もあります。

※ 休止中の事業所や指定要件を満たさない事業所は更新ができません。

１

案内送付
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１. 指定更新について （３/９）

① 指定更新申請及び更新手数料の納付について

居宅介護支援事業所については、遅くとも指定更新月の３ヶ月前の月末まで（例：指

定更新日が４月１日の場合は１月３１日まで）に指定更新申請書の提出を依頼する

文書を送付いたします。なお、指定更新を行う事業所が集中する月においては、それより

前に通知する場合もありますのでご了承願います。

更新申請の手続きに関しては、電子申請システムを用いた指定更新申請となっています。

併せて、申請書提出の依頼文書の中に指定更新手数料の納付書も同封していますので、

当広域連合の指定金融機関でお支払いいただくようお願いします。

更新月

↓更新日（毎月１日）指定有効期限日（月末）↓

１月前２月前
提出・納付期限↑

３月前
案内送付↑
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１. 指定更新について （４/９）

② 指定の有効期限について

新規指定もしくは指定の更新を受けた事業所は、当該指定（更新）日から６年を

経過する日が「更新期限」となり、その翌日が「更新年月日」となります。

指定（更新）年月日 更新期限
更新年月日

（指定有効期間満了日の翌日）

平成２７年４月１日 令和３年３月３１日 令和３年４月１日

(例) 平成２７年４月１日に新規指定・更新を受けた事業所

＋６年 ＋１日
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１. 指定更新について （５/９）

③ 指定更新等手数料について

・ 当広域連合では、福岡県介護保険広域連合手数料条例により、居宅介護支援事

業所の指定更新・新規指定をうける際には手数料を徴収しています。手数料の納付が

ないと指定更新・新規指定のための審査を行えません。

・ 指定申請書・更新申請書の提出依頼文書に同封される納付書を用いて金融機関窓

口にてお支払いください。

手数料の納期限については、新規指定（指定更新）予定日の前々月の末日となります。ただし、その日が金

融機関休業日の場合は翌営業日が納期限になります。また、当手数料は審査のための手数料ですので、新

規指定や指定更新ができなかった場合でも返金はできませんのでご注意ください。

新規指定の場合 ３０，０００円

指定更新の場合 ２０，０００円
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１. 指定更新について （６/９）

④ 更新時のよくある指摘事項について (その1)

ここでは、更新時の指導や提出された書類において、よくある指摘事項について説明します。

１． 契約書や重要事項説明書等において、居宅介護支援費については、自己負担がないため

記載していない場合がありますが、給付制限による償還払対象者に関しては、一旦全額を

支払うため利用料の提示が必要ですので、漏れなく記載してください。

２． 個人情報を保管するために、鍵付きのキャビネットを用意してください。
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１. 指定更新について （７/９）

④ 更新時のよくある指摘事項について (その2)

３． 重要事項説明に記載している「苦情相談の窓口」の市町村窓口の案内については、現在利用してい

る利用者が居住しているすべての市町村窓口を記載するか、その利用者毎に記載を書き換える必要が

あります。漏れがないかの確認をお願いします。

４． 平成３０年４月からの制度改正において、居宅介護支援事業所については、契約時等に、

① ケアプランに位置付けた事業所を選択した理由について説明を受けること

② 居宅介護支援事業所は複数の介護サービス事業所を紹介することができること

を口頭にて懇切丁寧に説明して説明を受けた事を書面にて同意を得なければいけません。

別紙で用意するか重要事項説明書に記載する事が望ましいのですが、更新時の確認でなお記載して

いない事業所が時折あります。これは運営基準違反の対象になりますので、思い当たる場合は早急に

見直してください。 8



１. 指定更新について （８/９）

④ 更新時のよくある指摘事項について (その３)

５． 平成３０年度の制度改正においては、医療機関との連携について、居宅介護支援事業所に次の事
項が義務化されていますので、重要事項説明書や運営規程に追加してください。

① 居宅介護支援のサービス提供に際し、利用者やその家族に対して病院または診療所に入院した時は
その入院した病院または診療所に、担当の居宅介護支援専門員の氏名と連絡先を伝えてもらうように
予め依頼しておく。

② 居宅介護支援専門員は、居宅サービス事業者から利用者に関する情報を受けたときやその他必要と
思われる事項があるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他心身や生活の状況に関する情報の
うち必要と認めるものについては、利用者の同意を得て、主治の医師、歯科医師または薬剤師に提供
する。

③ 居宅介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望
している場合は、利用者の同意を得て主治の医師等に意見を求める。その意見を踏まえて居宅サービス
計画を作成した際には、居宅介護支援専門員はその居宅介護サービス計画をその医師等に交付する。
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１. 指定更新について （９/９）

④ 更新時のよくある指摘事項について (その5)

６．厚生労働省の基準では、モニタリング結果の記録やサービス担当者会議の記録については、２年の保管

が義務付けられていますが、広域連合では独自基準で介護報酬の請求に関するものはその報酬の支払い

を受けてから５年間、その他の記録については文書完結後２年間の保管をお願いしています。 次の事項

に該当する場合は契約書等の該当部分の変更をお願いします。

□ 文書の保管の関する規定がない → 追加をお願いします。

□ 規定はあるが、すべての基準が２年になっている → 介護報酬請求に関係するものは５年間に変更願います。
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令和7年度 福岡県介護保険広域連合

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所集団指導

２．指定内容等の変更について

指定指導課 指定係関係
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２. 指定内容等の変更について（１/７）

１ 変更届の概要について

事業所において、左図記載の指定事項に変更

があった場合や新たに届出が必要な加算を取

得する場合は期限までに変更届と各種必要書

類を添えて広域連合本部へ提出してください。

変更届については、郵送受付以外に電子申請

システムや電子メールで提出可能です。

場所の移転などの変更は広域連合へ事前連絡

が必要な項目もありますのでご注意ください。
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２. 指定内容等の変更について（２/７）

２ 変更届の提出期限について

届出を行う変更の内容 期 限 （広域連合 本部指定係必着）

人員、設備、運営に関する事項 変更があった日から１０日以内（事前でも可）

介護サービス費請求に関する事項 算定を開始する月の前月１５日まで

→１６日以降の届出は翌々月から算定可能になります。

変更届の提出期限は、それぞれの変更内容、特に加算等の介護サービス費請求に関する
事項に関してはサービス種別によって異なりますのでご注意ください。

13



２. 指定内容等の変更について（３/７）

３ 事前確認が必要な人員・設備・運営関係の変更について

人員、設備、運営関係の変更については、内容によっては変更する前に当方の事前確認が必要な事項が

ありますので、下記の事項に該当する場合は、期間の余裕をもって（遅くとも半年以上前まで）広域連合

指定係までご相談ください。

変更する前に事前の連絡が必要な項目 備 考

・ 事業所（施設）の所在地
市町村の住居表示変更であれば問題ありませんが、施設自体を引っ越

す場合は事前連絡してください。

・ 申請者の名称・法人種別の変更

法人名を変更するだけであれば問題ありませんが、譲渡、合併等による

運営法人の変更、営利法人から公益法人に法人種別を変更する場合

は新規指定扱いとなり変更届では処理ができません。

・ 事業所（施設）の建物の構造概要、
平面図及び設備の概要

改修の内容を確認する必要がありますので、事前連絡してください。
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２. 指定内容等の変更について（４/７）

４ 研修修了者であることが必須の人員の変更について

以下の人員については、国の基準で所定の研修の修了が義務付けられており、令和３年４月以降につい

ては下記の研修を受けていない者、直近（概ね１年以内）で受ける見込みがない者または受講要件を

満たしていない者に変更することは原則できませんのでご注意ください。 なお、令和３年３月３１日時

点で主任介護支援専門員でない管理者を配置している事業所については、その者に限って令和９年３月

３１日まで要件が猶予されます。また、不測の事態等により管理者を変更する場合、主任介護支援専門

員の配置が困難等のやむを得ない事由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を提出する

事により、例外的に原則として直近の主任介護支援専門員研修を受講できるか、主任介護支援専門員

を新たに配置できる見込みがある場合は管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予

します。その猶予期間内に研修を受講するか、新たな主任介護支援専門員を配置してください。

人員名 必要な研修

管理者 主任介護支援専門員研修
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２. 指定内容等の変更について（５/７）

５ 届出が不要な人員・設備・運営関係の変更について

人員、設備、運営関係の変更のうち、以下の項目に該当する場合は届出が不要ですが、

運営規程等の書面に記載している場合は確実に変更しておくようにお願いします。

・ 介護報酬改定に伴う利用料金の変更

・ 市町村合併に伴う事業所（施設）（※住居表示変更の場合は必要。）

・ 運営規程に記載している従業者数の変更（※～名以上と記載し、その数を下回らない場合）
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２. 指定内容等の変更について（６/７）

６ 事業所の休止・廃止・再開の届出について

事業所の休止・廃止を検討されている場合は、事前に広域連合指定係までご連絡ください。

① 「廃止・休止・再開届出書チェック表」に従い、届出書にもれなく記入し、必要書類を添付のうえ、広域

連合本部指定指導課指定係に提出してください。

※ 廃止又は休止しようとする時は、必ずその１か月前までに届出を行ってください。

再開については、再開する日の２か月前までに広域連合本部指定指導課指定係と協議してください。

また、再開に際しては新規指定と同様のチェックを行いますので、それまでに人員体制やその他の事項

に関して、基準に沿った整備が必要となります。

② 廃止・休止の際は、あらかじめ他の居宅介護支援事業所へ引き継ぎを行ってください。

③ 事業の休止は、再延長も含めて最長でも原則１年間とします。

17



２. 指定内容等の変更について（７/７）

７ その他届出について （その１）

・ Eメールアドレスの登録について

福岡県介護保険広域連合では、重要な連絡等について迅速かつ確実に情報提供できるよう、法人で

所有のEメールアドレスの登録をお願いしております。すでに登録されている事業所においても、Eメールアド

レスの変更や廃止の状況になった場合には、広域連合へ届出が必要となります。登録届出書様式等は

ホームページからダウンロードすることができます。なお、電子申請システムへ登録しているメールアドレスにつ

いてはこの届出では変更されませんので、各自で電子申請システムへログインして変更してください。
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令和７年度 福岡県介護保険広域連合

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所集団指導

３．介護予防支援事業所の指定申請について

指定指導課 指定係関係
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３. 介護予防支援事業所の指定申請について（１/３）

１．概要

20

介護保険法の改正により、令和６年４月から居宅介護支援事業所におい

ても、介護予防支援事業所の指定を受ける事※１により、今まで地域包括支

援センターのみが可能であった介護予防支援事業※２を直接実施すること

ができるようになりました。

※１ 介護予防支援事業については、被保険者が属する各保険者からの指定を受ける事が必要とな

るので、広域連合構成市町村外の方へ介護予防支援のサービスを提供したい場合は、それらの

市町から別途指定を受ける必要があります。

※2 直接実施が可能であるのは、介護予防のショートステイや福祉用具貸与や通所リハビリテー

ション等の介護予防サービスが含まれている場合です。総合事業の訪問型や通所型のみのプラ

ンは、介護予防ケアマネジメント（AF）となり、従来通り地域包括支援センターのみが実施可

能です。（包括支援センターからの委託を受ける事は可能）



３. 介護予防支援事業所の指定申請について（２/３）
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２．申請上の注意点

① 法人定款の目的に“介護保険法に基づく介護予防支援事業”等の介護予

防支援事業を実施する旨が含まれている必要がありますので申請前にご

確認ください。どのように記載したらよいか不明の場合はお問合せくだ

さい。

② 経過措置等により管理者が主任介護支援専門員でない場合は原則指定

ができません。

③ 介護予防支援事業の指定については、指定にあたっては、“あらかじめ

当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ

るために必要な措置を講じなければならない”と介護保険法で規定されて

います。当広域連合においては、附属機関である地域密着型サービス運

営委員会（原則年４回開催）に諮問を行います。申請スケジュールにつ

いてはホームページでお知らせしますのでご確認ください。



３. 介護予防支援事業所の指定申請について（３/３）
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２．申請上の注意点 （続き）

④ 当広域連合の手数料条例の規定により、新規指定手数料として３０，

０００円のご納付をお願いします。指定申請書の送付が当方へ確認出

来次第、手数料納付書を郵送しますので期限までにご納付ください。

３．申請手順

① 広域連合指定係まで事前相談（電話・メール）

② 広域連合HPから申請書をダウンロードして指定係へ提出

③ 納付書を送付するので期日までに手数料を納付

④ 委員会へ諮問後、指定が認められ、申請内容に不備がない場合は

指定を行う。



令和７年度 福岡県介護保険広域連合

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所集団指導

４．特定事業所集中減算について

指定指導課 指定係関係
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４. 特定事業所集中減算について（１/４）

１．減算の内容について

特定事業所集中減算とは、年２回（半年ごと）の判定期間に作成された居宅サービス

計画のうち、訪問介護、（地域密着型）通所介護、福祉用具貸与の各サービスについ

て、正当な理由※なく特定の事業者を位置付けている割合が８０％を超える場合に、そ

の事業所が担当しているすべての利用者の居宅介護支援費から、１名につき２００単

位の減算を行うものです。 （※正当な理由は後述）

当該サービスに係る照会率最高法人の居宅サービス計画数

当該サービスを位置付けた計画数
≧ ８０％

すべての利用者それぞれにつき、月２００単位ずつ減算 24



４. 特定事業所集中減算について（２/４）

２．判定期間について

判定期間については、例年次のとおりとなります。

前期：３月１日～８月末日 → 減算適用期間 １０月１日～翌年３月末日

後期：９月１日～翌年２月末日 → 減算適用期間 ４月１日～９月末日

25



４. 特定事業所集中減算について（３/４）

３．手続きについて

算定の結果、紹介率最高法人の割合が８０％を超えた場合は、

前期は９月１５日までに、後期は翌年３月１５日までに次の（１）～（５）

を記載した書類を当広域連合長に必ず提出する必要があります。また、正当な理

由がある場合もその理由を添えて提出する必要があります。なお、該当しない場合

であっても算定はその期間ごとに必ず実施し、５年間保存を行ってください。

(1) 判定期間における居宅介護サービス計画の総数

(2) 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

(3) 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並

びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

(4) 算定方法で計算した割合

(5) ８０％を超えている場合で正当な理由がある場合のその理由。
26



４. 特定事業所集中減算について（４/４）

４．８０％を超えていても減算とならない“正当な理由”とは

(1) その居宅介護支援事業者が定める通常の実施地域内にある、算定対象サービスの事業者数が

５事業所以下の場合（地域密着型の場合はその居宅介護支援事業所の所在地の市町村）

(2) 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

(3) 判定期間の１月あたりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下など、小規模事業所である場合

(4) 判定期間の１月あたりの平均居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数

が１月あたり平均１０件以下である場合

(5) サービスの質が高い※ことによる利用者の希望を勘案した場合等により特定の事業所に集中していると

認められる場合やその他正当な理由として広域連合長が認めた場合

※ 国のモデル事業等に認定されている場合や地域ケア会議で認定されたモデルとなる介護サービスが

提供されているなど 27



令和７年度 福岡県介護保険広域連合

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所集団指導

５．電子申請システムについて

指定指導課 指定係関係

28



５. 広域連合電子申請システムについて（１/５）

１ 電子申請システムの概要

事業所 広域連合申請様式やデータ化した
必要提出書類

申請書類をパソコン

で作成してシステムを

使い送信

インターネットで電送

原本提出が必要な書類、データ化で
きない書類など

郵 送

受理及び手続

（１）・・・ システムにログインして、様式の一式（エクセル形式）をダウンロードして、様式を作成する。

（２）・・・ （１）で作成した様式、および事業所が保有する書類のうち、ExcelやWordで作られたものやスキャナーで

データ化できるものについては、システムでアップロード（電送）する。

（３）・・・ 作成した様式のうち、原本での提出が必要な書類（履歴事項全部証明や登記関係書類）、データ化で

きない書類については郵送する。 （※押印や原本証明は不要です。）
29



５. 広域連合電子申請システムについて（２/５）

２ 電子申請システムで可能な手続について

基本的な考え方・ 事業所の指定更新にかかる手続

・ 事業所の新規申請にかかる手続

・ 事業所の指定内容の変更にかかる手続 （※変更届・加算を含む）

・ 事業所の休止・廃止・再開に係る手続

・ 介護職員等処遇改善加算の計画の提出および実績の報告

・ その他電子化された文書の送信

（※参考 電子申請システムで届出可能なサービス種別について）
１．新規および更新手続 ・・・ 地域密着型サービス・居宅介護支援・総合事業
２．変更手続及び休廃止 ・・・ 地域密着型サービス・居宅介護支援・総合事業
３．処遇改善加算・・・ 地域密着型サービス・総合事業

30



５. 広域連合電子申請システムについて（３/５）

３ 電子申請届出システム（厚生労働省）への対応について（１）

基本的な考え方

31

介護保険事業所の事務負担軽減の

ため、厚生労働省が介護保険事業

所を対象として、全国共通の電子申

請システム（電子申請届出システ

ム）を令和４年１０月から開始して

おり、次年度からは省令改正により

新規、更新申請及び変更等の届出

については原則当システムを用いた申

請が義務化されます。当広域連合に

おいても、令和６年度から当該シス

テムに対応しています。



５. 広域連合電子申請システムについて（４/５）

４ 電子申請届出システム（厚生労働省）への対応について（２）

32

・ＧビズＩＤの取得のお願い

電子申請届出システムについては、国が構築した法人・個人事業主向け共通認証シス
テムである、ＧビズＩＤをログイン情報として利用します。電子申請届出システムの利用
に際しては、まず、ＧビズＩＤプライムの取得を各法人ごとで行ってください。なお、Ｇビズ
ＩＤプライムについては、証明書の提出等の書類審査がありますので、余裕をもって取得
手続をお願いします。他業務や先行指定権者への手続で既にＧビズＩＤを取得してい
る法人については、そのＩＤを利用します。

https://gbiz-id.go.jp/top/
ＧビズＩＤホームページ

・ＧビズＩＤの種類について

ＧビズＩＤには、プライム・メンバー・エントリーの３種類があります。プライムは法人代表
が取得するＩＤで、メンバーはプライムを取得した後でそれぞれの部署等で取得するＩ
Ｄです。事業所単位で電子申請を行う場合は、メンバーのアカウントの作成も必要です。
また、エントリーのアカウントでは、当サービスの利用はできません。



５. 広域連合電子申請システムについて（５/５）

５ 電子申請届出システム（厚生労働省）への対応について（３）

33

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/manual_shinsei_1_11.pdf

・ 電子申請届出システム事業所向けマニュアル

参考資料

・ 介護事業所の指定申請書等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html



令和７年度 福岡県介護保険広域連合

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所集団指導

６. 業務管理体制の届出について

指定指導課 指定係関係

34



６. 業務管理体制整備に関する届出について（１/４）

１．業務管理体制整備に関する届出の概要

平成２０年の介護保険法の改正により、平成２１年５月から、介護サービス事業者は、法令遵

守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。居宅介護支援事業所については、地域密着

型サービスと異なり同一町内に１つの設置の場合でも広域連合ではなく福岡県等の担当となります

ので、新規開設の場合や届出内容に変更がある場合は担当庁へ適切に届出をお願いします。

35



６. 業務管理体制整備に関する届出について（２/４）

２．整備すべき内容について

業務管理体制については、その法人が保有する事業所の数により、整備すべき内容が異なります。

業

務

管

理

体

制

整

備

の

内

容

業務執行の状況の監査を
定期的に実施

業務が法令に適合することを
確保するための規定（法令
遵守規程）の整備

業務が法令に適合することを
確保するための規定（法令
遵守規程）の整備

法令を遵守するための体制の
確保にかかる責任者(法令遵
守責任者)の選定

法令を遵守するための体制の
確保にかかる責任者(法令遵
守責任者)の選定

法令を遵守するための体制
の確保にかかる責任者(法
令遵守責任者)の選定

事業所等
の数 １以上２０未満 ２０以上１００未満 １００以上

36



６. 業務管理体制整備に関する届出について（３/４）

３．届出先について

業務管理体制の届出先については、事業所の存在する場所により変わります。登録されている内容

に変更があった場合は速やかに該当する届出先に届け出てください。

区分 届出先

① 事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣

② 事業所等が２以上の都道府県の区域に所在し、かつ２以下の
地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所所在
する都道府県知事

③ 全ての事業所等が１つの都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事

④ 全ての事業所等が１つの指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長

⑤ 地域密着型サービス（予防を含む）のみを行う事業者であって、
事業所等が同一市町村内に所在する事業者

市町村長（広域連合長）

37



６. 業務管理体制整備に関する届出について（４/４）

４．届出方法について

38

電子申請システムによる届出方法（厚生労働省）が利用可能となりました。

・ 業務管理体制の整備に関する届出システム

https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do

※ 初期利用に際しては登録が必要となります。

それ以外の申請方法については、それぞれの法人の所管庁（福岡県など）にお問合せください。

https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do


７. その他事項について

１ 広域連合域外所在の地域密着型サービスの利用について

広域連合外に所在する地域密着型サービス事業所や総合事業の事業所については、住所地特例の

場合を除いては広域連合の指定を受けている必要があり、特に地域密着型サービスの場合は、広域連合

からあらかじめ利用を認められた者以外は原則利用できません。

(例：地域密着型通所介護において平成２８年４月以前から継続して利用している者など）

本来は利用ができない事業所をケアプランに位置付けてしまった結果、請求できなかった介護報酬の負

担の問題、利用者への利用料の請求の問題、および事業所の急な変更などで当該事業所や利用者との

間でトラブルになるおそれがあります。

当広域連合の被保険者で住所地特例対象者以外の場合は、事前にその広域連合外の市町村に所

在する地域密着型サービス事業所が利用可能なのか、介護支援専門員側で予め確認した上でケアプ

ランに位置付けてください。特に広域連合外所在の地域密着型通所介護事業所を総合事業で利用し

ている場合で要支援から要介護になった場合は継続して利用できませんので注意してください。
39



７. その他事項について

２ 介護サービス事業者経営情報の報告及び財務諸表の公表について

令和６年度の制度改正により、介護サービス事業者※は、介護サービス事業者経営情報を、

当該事業所または施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化さていま

す。（介護保険法第１１５条の４４の２）

報告の方法については厚生労働省が設置する「介護サービス事業者経営情報データベース

システム」を用いてインターネット上で行います。このシステムへログインするには、３２ページの国

の「電子申請届出システム」の箇所でも紹介しましたＧビズＩＤの取得があらかじめ必要となり

ますのでご注意ください。

40

同じく、令和６年度の制度改正により、介護サービス事業者※は、財務諸表（損益計算書、

貸借対照表及び資金収支計算書）を介護サービス情報公表システムにおいて公表することが

義務化されています。（介護保険法第１１５条の３５）こちらの報告に使用するシステムへ

のログインに必要なＩＤやパスワードは所管である福岡県から各事業所へ通知されています。
※ 介護サービス事業者経営情報の報告については報告対象の会計年度、財務諸表の公表については前年度に提

供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が１００
万円以上の事業所が対象。



７. その他事項について

なお、当該報告及び公表については、当広域連合が指定する地域密着型サービス事業者で

あっても福岡県が担当となりますので、 お問合せについては福岡県(担当：介護保険課 監査

指導第二係)にお願いします。

41

２ 介護サービス事業者経営情報の報告及び財務諸表の公表について（続き）

・介護サービス事業者経営情報の報告について（県ホームページ）

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keiei.html

・介護サービス事業者経営情報の報告と財務諸表のアップロードに関する対応表

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/235895.pdf


